
即時型食物アレルギー症例の原因物質の内訳

摂取後60分以内に
症状が出現し、医療
機関を受診した患者
数の割合

出典：「令和６年度食物アレルギーに関連する食品表示に関する調
査研究報告書」

腹痛や嘔吐などの消化器症状や呼吸困難などの呼吸器症状などが、複数同時にかつ急激に現れる場合をアナフィラキ
シーと呼びます。
アナフィラキシーに血圧低下や意識障害などのショック状態を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。生
命を脅かす可能性がある非常に危険な状態です。

知っておきたい

口





令和〇〇年〇〇月分 学校給食献立表

令和〇〇年〇〇月分 詳細な献立表

加工食品による食物アレルギー症状を起こす被害を防ぐため、あらかじめ箱や袋で包装されているもの、
缶やビンに詰められたものには、アレルゲンを含む食品を表示する制度があります。
食物アレルギーの発症頻度が高い、又は重い症状が現れやすい8品目（特定原材料）は必ず表示されます。

また、義務ではありませんが、表示が勧められている20品目（特定原材料に準ずるもの）があります。

●卵
●乳
●小麦
●そば

●落花生（ピーナツ）
●えび
●かに
●くるみ

○アーモンド
○あわび
○いか
○いくら
○オレンジ

○カシューナッツ
○キウイフルーツ
○牛肉
○ごま
○さけ

○さば
○大豆
○鶏肉
○バナナ
○豚肉

○マカダミアナッツ
○もも
○やまいも
○りんご
○ゼラチン



問診

検査

診断確定

症状が出た時の様子を詳しく伝えましょう。

● 血液検査 ● 皮膚検査 があります。
ＩｇＥ抗体があるかどうかを調べます。

アレルゲンを正確に知るには

食物経口負荷試験 が必要です。

実際に食べてみてアレルギー症状が出るかを調べる検査です。

＊一定の基準を満たした医療機関で行われています。かかりつけ医に
紹介状を書いてもらって受診しましょう。

除去が必要かどうかが決まります。

<処方されている内服薬>

抗ヒスタミン薬
気管支拡張薬

経口ステロイド薬

処方されている
アドレナリン自己注射薬

(エピペン®)

学校でエピペン®を使用した場合は

必ず救急車で医療機関を受診します。

●県の食物アレルギーに関する調査結果（令和６年５月１日現在）では、

学校給食を食べている児童生徒のうち、エピペン®を所有する割合は、
小学生は０．６％、中学生は０．３％です。

●学校では、食物アレルギーに関する基礎知識のほか、エピペン®を正し

く扱えるように、研修を実施しています。

家庭では

●かかりつけ医と相談しながら行いましょう。

●栄養不足で健康や成長に影響が出ないように、家庭での除去は最小限にとどめます。

●少なくとも年に1回は見直しを行い、食べられるようになった食品は制限を解除していきましょう。

●一般的には、乳幼児期に発症した食物アレルギーの約９０％は、６歳までに治ると言われています。

学校生活管理指導表 を書いてもらい、学校へ提出します。

提出された学校生活管理指導表を基に学校（共同調理場）と面談を行い、給食の対応を検討します。

学校は安全を最も重視した対応を行います。



前 男 ・女 平成 ＿ 年 ＿ 月 ＿ 日 生 （ ＿ 歳 ）

病型 ・治療 学校生活上の留憲点

要a必
配

が

•
g

は

動活

こ5

こ

紅碑

5

"

し

扱

し

都

︓

鮫

︒
い

紐

ン

慮

相

村

相

育

相

う

ぺ

配

／

[] --[

'

[

-麦

[

-
[

[

-

直

[

／
如 ・日

冬

ぃ

’

内︵

︶秋
症

薬

向

︐

︵
夏

炎

炎

鼻

鼻

︑

性

性

―  

一

春

ギ

ギ

"  

ル

︐

ギレーレア

薬

抗

ドィ

薬

口

ン

テ

レ

レ

期

ミ

ス且
︵
あ
り・な
し
︶

ア
レ
ル
ギ
ー性
鼻
炎

圃

日

本

学

校

保

健

会

作

成

、記鼈日
I
医師名

年 月 日

一関名
⑪I I

2. 同憲しない

)  i

●学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、 本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意しますか．
l．同憲する

保匿者署名

※学校生活管理指導表を医師が記載

するにあたり、各医療機関で定めら

れた料金がかかる場合があります。
〈学校生活管理指導表〉出典：公益財団法人日本学校保健会

表面にはアナフィラキシー・

食物アレルギー気管支ぜん息を、

裏面にはアトピー性皮膚炎、ア

レルギー性結膜炎、アレルギー

性鼻炎を記載するようになって

います。

病型・治療の部分は特に重要となります。
まずはかかりつけ医に相談し、診断を受
けることをお勧めします。

医師の診断のもと、給食で
の対応を検討します。

〈学校生活管理指導表〉出典：公益財団法人日本学校保健会
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